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赤穂市教育委員会訓令甲第５号 

 

赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支給要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、経済的理由により認定地域クラブ活動（赤穂市認定地域クラブ活動の

認定に関する要綱（令和８年赤穂市教育委員会訓令甲第４号）第６条第１項の規定により

認定を受けた地域クラブ活動をいう。以下同じ。）への参加が困難と認められる生徒の保護

者に対して支給する認定地域クラブ活動参加者支援金（以下「支援金」という。）に関し、

必要な事項を定めるものとする。 

（支給対象者） 

第２条 支援金の支給の対象となる者（以下「支給対象者」という。）は、市内に住所を有し、

赤穂市立中学校又は特別支援学校中学部に在籍する生徒の保護者であって、次の各号のい

ずれにも該当するものとする。 

 ⑴ 認定地域クラブ活動に参加している生徒の保護者 

 ⑵ 赤穂市就学援助規則（平成３０年赤穂市教育委員会規則第１号）第６条の規定により

就学援助の認定を受けている者又はこれに準ずると認められる者 

（支援対象経費及び支給額） 

第３条 支援金の支給の対象となる経費（以下「支援対象経費」という。）及び支給額は、次

の各号に掲げる認定地域クラブ活動の参加に要する経費の区分に応じ、当該各号に定める

額を合算した額とする。 

⑴ 参加費 生徒１人当たり月額３，０００円（現に支払った額が３，０００円を下回る

場合は、当該支払った額） 

 ⑵ 保険料 生徒１人当たり年額８００円（現に支払った額が８００円を下回る場合は、

当該支払った額） 

（支給認定の申請） 

第４条 支援金を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、赤穂市認定地域クラブ活

動参加者支援金支給認定申請書（様式第１号）を赤穂市教育委員会（以下「教育委員会」と

いう。）に提出し、支援金の支給認定（以下「支給認定」という。）を受けなければならな

い。 

（支給認定等） 

第５条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支給

認定の可否を決定し、認定するときは赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支給認定通

知書（様式第２号）により、認定しないときは赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支

給認定却下通知書（様式第３号）により、当該申請者にその旨を通知するものとする。 
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２ 教育委員会は、前項の規定により認定の審査を行うときは、当該申請者に対し、前条に

規定する書類のほか必要な書類の提出を求めることができる。 

（支給認定の期間） 

第６条 支給認定の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間と

する。 

⑴ 教育委員会が別に定める期間に申請があった場合 当該年度の初日（第２条に規定す

る支給対象者に該当する事由が発生した日が同日後のときは、当該発生日の属する月の

初日）から当該年度の末日までの期間 

⑵ 前号に規定する申請期間以外の期間に申請があった場合 支給認定の申請のあった日

の属する月の初日（第２条に規定する支給対象者に該当する事由が発生した日が同日後

のときは、当該発生日の属する月の初日）から当該年度の末日までの期間 

（支給認定の変更等） 

第７条 第５条第１項の規定により支給認定を受けた申請者（以下「認定保護者」という。）

は、当該認定を受けた内容に変更が生じたときは、速やかに赤穂市認定地域クラブ活動参

加者支援金支給認定変更申請書（様式第４号）を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めると

きは赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支給認定変更通知書（様式第５号）により、

当該申請者に通知するものとする。 

（支給認定の取消し） 

第８条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、支給認定を取り消すものと

する。 

⑴ 支給認定に係る認定地域クラブ活動に参加している生徒が死亡したとき。 

⑵ 認定保護者が第２条に規定する支給対象者に該当しなくなったとき。 

⑶ 認定保護者が偽りその他不正な手段により支給認定を受けたとき。 

２ 前項の場合において、教育委員会は同項に規定する支給認定の取消事由が発生した日の

属する月（その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月）の末日をもって認

定を取り消すものとする。 

３ 教育委員会は、前２項の規定により支給認定を取り消したときは、赤穂市認定地域クラ

ブ活動参加者支援金支給認定取消通知書（様式第６号）により、当該認定保護者に通知す

るものとする。 

（支援金の請求及び支給） 

第９条 認定保護者は、４月から６月まで、７月から９月まで、１０月から１２月まで、１
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月から３月までの４期に分け、当該期分の支援金を各期末の月の翌月（４月から６月まで

の期間は翌々月）１０日までに、赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金請求書（様式第

７号）に支援対象経費を支払ったことが分かる書類を添えて教育委員会に提出するものと

する。 

２ 教育委員会は、前項の規定による請求に基づき、認定保護者に対し支援金を支給するも

のとする。 

（支援金の返還） 

第１０条 教育委員会は、第７条第２項の規定により支給認定の変更を承認したとき又は第

８条第３項の規定により支給認定を取り消したときは、これらに係る部分に関し、既に支

援金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。 

（補則） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。 

 

付 則 

この要綱は、令和８年７月１日から施行する。 
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様式第１号（第４条関係） 

 

赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支給認定申請書 

年  月  日 

赤穂市教育委員会 宛 

申請者 住  所               

氏  名               

電話番号               

 

    年度において、認定地域クラブ活動参加者支援金の支給認定を受けたいので、赤穂

市認定地域クラブ活動参加者支援金支給要綱第４条の規定により、下記のとおり申請します。 

 支給認定の審査に必要な範囲で私及び私と生計を同一にする者の住民登録、課税情報、就

学援助の状況等を教育委員会が官公署に閲覧及び確認することに同意します。 

 

記 

 

１ 認定地域クラブ活動参加生徒 

フリガナ  
生年月日     年  月  日 

氏  名  

住  所  

学校名・学年 中学校   年 

認定地域クラブ活動名               （種目：       ） 

参加期間     年  月  日から    年  月  日まで 

 

２ 世帯の状況 

 氏  名 続柄 生年月日 勤務先又は学校園所名 

世 

帯 

の 

状 

況 

  年 月 日  

  年 月 日  

  年 月 日  

  年 月 日  

  年 月 日  

  年 月 日  

  年 月 日  

 ※続柄欄は参加生徒からみた続柄を記入すること。 
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３ 申請理由（該当する番号に○を付けてください。） 

⑴ 就学援助の認定を受けている。 

⑵ 就学援助の認定を受けていない。 

→次のうち該当するものに〇を付けてください。 

（ ）生活保護法に基づく要保護者であること。 

 （ ）生活保護法に基づく要保護者の免除又は廃止を受けたものであること。 

（ ）市民税が非課税であること。 

（ ）市民税が減免されていること。 

（ ）個人の事業税が減免されていること。 

（ ）固定資産税が減免されていること。 

（ ）国民年金の掛金が免除されていること。 

（ ）国民健康保険税が減免又は徴収猶予されていること。 

（ ）児童扶養手当を受給していること。 

（ ）生活福祉資金貸付補助金による貸付けを受けていること。 

（ ）保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録

日雇労働者であること。 

（ ）前年収入が教育委員会が別に定める基準以下であること。 

（ ）ひとり親控除の適用をした場合、前年度合計所得が市民税の非課税限度額

を下回ること。 
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様式第２号（第５条関係） 

 

赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支給認定通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

      様 

 

赤穂市教育委員会  印   

 

    年  月  日付けで申請のあった    年度認定地域クラブ活動参加者支援金

の支給認定について、下記のとおり認定することとしましたので、赤穂市認定地域クラブ

活動参加者支援金支給要綱第５条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 認定地域クラブ活動参加生徒 

フリガナ  
生年月日    年  月  日 

氏  名  

住  所  

学校名・学年 中学校   年 

認定地域クラブ活動名                 （種目：       ） 

認定期間     年  月  日から    年  月  日まで 

 

２ 支給認定の条件 

 ⑴ 認定後、その内容に変更が生じたときは、速やかに赤穂市認定地域クラブ活動参加者

支援金支給認定変更申請書（様式第４号）を当委員会に提出すること。 

 ⑵ 赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支給要綱第１０条の規定により支給した支援

金の全部又は一部の返還を求めたときは、その返還に応じること。 
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様式第３号（第５条関係） 

 

赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支給認定却下通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

      様 

 

赤穂市教育委員会  印   

 

 

    年  月  日付けで申請のあった    年度赤穂市認定地域クラブ活動参加者

支援金の支給認定について、下記の理由により却下しましたので、赤穂市認定地域クラブ

活動参加者支援金支給要綱第５条第１項の規定により通知します。 

 

記 

 

 １ 生徒の氏名 

 

 ２ 却下の理由 
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様式第４号（第７条関係） 

 

赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支給認定変更申請書 

 

年  月  日 

赤穂市教育委員会 宛 

 

申請者 住  所                  

氏  名                  

電話番号                  

 

年  月  日付け赤  第  号で通知のあった認定地域クラブ活動参加者支

援金の支給認定について、赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支給要綱第７条第１項の

規定により、下記のとおり申請します。 

 

記 

 

１ 生徒の氏名 

 

２ 変更内容 

項   目 変 更 前 変 更 後 

参 加 生 徒 
住  所   

氏  名   

認定保護者 
住  所   

氏  名   

学   校   

認定地域クラブ活動名   

認 定 期 間   

世帯の状況   

そ の 他   

変更年月日 年  月  日 

変 更 理 由  

※必要に応じて、関係書類を添付すること。 
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様式第５号（第７条関係） 

 

赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支給認定変更通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

      様 

 

赤穂市教育委員会  印   

 

    年  月  日付けで申請のあった    年度認定地域クラブ活動参加者支援金

の支給認定の変更について、下記のとおり決定しましたので、赤穂市認定地域クラブ活動

参加者支援金支給要綱第７条第２項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 生徒の氏名 

 

２ 変 更 内 容 

 

３ 変更適用日       年  月  日 
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様式第６号（第８条関係） 

 

赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金支給認定取消通知書 

 

第     号 

年  月  日 

 

      様 

 

赤穂市教育委員会  印   

 

    年  月  日付け赤  第   号により通知した    年度認定地域クラブ

活動参加者支援金の支給認定について、下記のとおり取り消すこととしましたので、赤穂

市認定地域クラブ活動参加者支援金支給要綱第８条第３項の規定により通知します。 

 

記 

 

１ 生徒の氏名 

 

 

２ 取消理由 

 

 

３ 取消年月日          年  月  日 
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様式第７号（第９条関係） 

 

赤穂市認定地域クラブ活動参加者支援金請求書 

 

年  月  日 

 

 赤穂市教育委員会 宛 

 

請求者 住 所           

氏 名           

電話番号          

 

 認定地域クラブ活動参加者支援金を下記のとおり請求します。 

 

記 

 

１ 請 求 額            円 

       内訳 参加費      円（    年  月～    年  月分） 

          保険料      円 

 

２ 生徒の氏名 

 

３ 振込先口座 

金融機関名 支店名 
種 別 

（いずれかを〇で囲む） 
口座番号 

（フリガナ） 

口座名義人 

銀行・金庫 

信組・信連 

農協・漁協 

本・支店 

本・支所 

出 張 所 

普通 ・ 当座  

（      ） 

 

 ※支援対象経費を支払ったことが分かる領収書等の写しを添付すること。 

 


